
会 議 結 果 の お 知 ら せ 

 

附属機関等の名称 

 

 第1回とちぎの元気な森づくり県民税事業あり方検討会 

 

会議の公開について 

 

 公 開 

 

 （概 要） 

1  日時  平成28年6月22日（水曜日） 午後1時30分～午後3時 

2 場所    栃木県公館 大会議室 

3 出席者  委員7名 

4 座長選出 委員の互選により須賀委員が座長に選出された。 

                 須賀座長から茅野委員が座長代理に指名された。 

5 議事 

 (1)とちぎの元気な森づくり県民税事業あり方検討会の目的・スケジュールについて 

   検討会の目的・スケジュールについて事務局から説明後、了承された。 

 (2)とちぎの元気な森づくり県民税創設の経緯及び事業概要について 

   県民税創設の経緯及び事業概要について事務局から説明後、了承された。 

 (3)本県における森林・林業の現状と課題について 

   森林・林業の現状と課題について事務局から説明後、質疑応答、意見交換を行った。 

 

 

 

問い合わせ先 

 

 

 

 栃木県環境森林部環境森林政策課環境立県戦略室      電話 028-623-3302 

   ＦＡＸ 028-623-3259 

 

 



資料１

とちぎの元気な森づくり県民税事業あり方検討会設置要綱

（設置）

第１条 とちぎの元気な森づくり県民税条例(平成19年栃木県条例４０号)第2条に規定す

るとちぎの元気な森づくり事業の平成30年度以降のあり方等について、有識者の意見

を求めるため、とちぎの元気な森づくり県民税事業あり方検討会（以下「検討会」とい

う。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 検討会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1)とちぎの元気な森づくり事業のあり方に関すること。

(2)その他必要な事項に関すること。

（組織）

第３条 検討会は、委員８名以内をもって組織する。

（委員）

第４条 委員は、学識経験者その他適当と認められる者のうちから、知事が委嘱する。

２ 委員の任期は、委嘱の日から平成30年３月31日までとする。

（座長）

第５条 検討会に座長を置く。

２ 座長は、委員の互選により選出する。

３ 座長は、検討会を代表し、会務を総理する。

４ 座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名する者がその

職務を代理する。

（会議）

第６条 検討会の会議は、座長が招集する。

２ 検討会は、座長が議長となる。

３ 座長は、必要に応じ、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴取し、

又は説明を求めることができる。

（庶務）

第７条 検討会の庶務は、環境森林部環境森林政策課において処理する。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が検討会

に諮って定める。

附 則

この要綱は、平成28年４月１日から施行し、平成30年３月31日をもってその効力を

失う。



資料２

H28.6委員委嘱

H28.6.22 第1回 スケジュール

創設の経緯、概要

現状と課題

H28.8 第2回 現地調査

第3回 事業検証・評価

H28.9 第4回 今後のあり方骨子

H28.11 第5回 今後のあり方案

年内を目途

年度内を目途

　検討スケジュール

あり方検討会
有識者8名

意見とりまとめ

方針案決定

県民税事業評価委員会

有識者12名

県議会

市町
県民アンケート

県政世論調査

県民会議･ｲﾍﾞﾝﾄ



県民協働による森づくりのための提言(H18.7)の骨子

Ⅰ　森林の機能 Ⅱ　森林の現状

　１　木材生産 　１　間伐を必要とする森林(45年生以下)の増加
　  民有人工林約７割(７万９千ha)

　２　土砂流出防止 　２　間伐の遅れ
　  約３万ha(16～45年生の半数)が未実施

　３　水源涵養、洪水調整、水質浄化 　３　野生獣被害の増加

　４　二酸化炭素の吸収・貯蔵 　４　公的森林整備の停滞

　５　保健休養　など

Ⅲ　林業の現状
森林は、国民・県民共有の財産

　１　林業経営環境の悪化
　  外材との競合、木材需要の低下、木材価格の下落、
　  林業所得の減少
　２　林業従事者の減少と高齢化
　  ２０年前の半減、６０歳以上４割
　３　小規模・零細な山林所有
　  10ha未満が9割

Ⅳ　課題

　○森林・林業の現状から

　　１　森林を支える林業・木材産業を活力ある産業へ再生し、森林資源の循環利用を促進

　　２　全ての県民の理解と参画を得て健全な森林を育む

社会全体で本県の森林を誇りあるものとして守り育て支えていくことが喫緊の課題

Ⅴ　提言

　○森林整備を林業生産活動のみに依存するのではない新たな展開を図る必要がある

　１　今後必要な取組
　 (1)公益的・社会的機能を十分に発揮させる森林整備の推進
 　 荒廃した森林の間伐促進、広葉樹林化、獣害の復旧・予防、造林未済地対策、里山の生態系回復等

　 (2)森林を支える林業・木材産業の振興
    コスト縮減、人材育成・定着、需要の拡大、公共施設等の木材利用、新たな活用方策等

　 (3)県民協働による森林整備の仕組みづくり
　  森林理解の促進、県民参加の仕組みづくり、普及啓発

　２　役割分担
　 (1)森林所有者が自ら進めるべきこと
　  適正な管理、効率的な森林整備、コスト削減等一層の自助努力、販売促進、安定供給

　 (2)行政が主体となって進めるべきもの
　  効果的、効率的な森林整備の支援、県民協働による森林整備の仕組みの構築

　 (3)県民協働により進めるべきもの
　  費用負担を含めた森づくりの参画と協力

　３　森林環境税(仮称)の創設
　　○今、緊急に行われなければならない取組に重点的に充てる
　　○必要となる事業規模は、効率的な事業遂行、適正な税負担の観点から決定
　　○目的の明確化、透明性の確保、政策評価に十分配慮

　 (1)健全で持続可能な森づくり
　  間伐、針広混交林化、里山など身近な森林の整備

　 (2)県民の協働の森づくり
　  森林や林業に関する情報を県民と共有していく仕組みづくり

　 (3)“県産材”の利用拡大
　  木材を利用することが、森林の公益的機能の発揮につながることの理解促進

　　 林業採算性の悪化　　　　　　　経営意欲減少　　　　　  　荒廃の進行　　　　　　　  林業生産活動の低下の悪循環
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　　　    本県における
　　　　　      森林・林業の現状と課題

平成２８年６月
環境森林部
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① 森林の機能として考えられているのは、水源のかん養、土砂災害防止、地球温暖化防

止、木材生産、保健・レクリエーション等

② このうち国民が期待する役割としては、土砂災害防止、地球温暖化防止、水源のかん養

が上位。近年、木材生産が上昇傾向（図表１)
③ 各機能を代替財として貨幣評価すると、水源涵養機能で約２８兆円以上、土砂災害防

止・土壌保全機能36兆円以上の価値があると評価（図表１）

④ 近年注目されているCO2の吸収能力は、２０～４０年生をピークとして林齢が高くな

るにつれて低下（図表２・３）

１ 森林の機能

図表１：森林の有する機能と国民が森林に期待する役割の変遷
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本県の人工林の林齢構成と重ねると･･･

図表２：樹種別・林齢別炭素吸収量および炭素固定量

図表３：本県の民有人工針葉樹林の林齢構成（H26）及び樹種別林齢別炭素吸収量

0

1

2

3

4

5

0

5000

10000

15000

20000

25000

1～
5

6～
10

11
～

15

16
～

20

21
～

25

26
～

30

31
～

35

36
～

40

41
～

45

46
～

50

51
～

55

56
～

60

61
～

65

66
～

70

71
～

75

76
～

80

81
～

85

86
～

90

91
～

95

96
～

10
0

10
1年

以
上

（t/ha・年）（ha）

面積（左軸）

スギ（右軸）

ヒノキ（右軸）

資料：林野庁「森林・林業白書」

栃木県「栃木県森林・林業統計書」

資料：林野庁「森林・林業白書」 資料：林野庁「森林・林業白書」

2



① 本県の森林のうちスギ、ヒノキ等の人工林が約１５万５千ha、全体の約４５％
（図表４）

② 戦後の拡大造林（注）等に伴い、スギ、ヒノキ等の人工林が約２万９千ha増加し、
広葉樹などの天然林は７万１千ha減少（図表５）

③ 人工林の林齢構成のピークが16～45年生の間伐期から45年生以上の木材利用期にシフト
（図表６）

④ 木材利用期を迎えた人工林が約8万5千ha（人工林面積の約70％）となり、間伐期の

森林は約３万４千haに減少（図表６）

⑤ 現在の伐採量（利用量）約４０万㎥のまま推移すると、将来の本県の人工林の林齢

構成は極端に高齢化（図表６）

（注）拡大造林：戦後の木材需要に応えるため、天然林を伐採しスギ、ヒノキ等の人工林

を拡大した

【課題】

○ 伐採期を迎えた人工林の活用と若返り

○ 木材の需要構造が大きく変化している中で、戦後拡大した人工林の見直し

(1) 人工林と林齢構成

図表４：本県の県土面積における森林の割合

２ 森林の現状と課題

図表５：本県の人工林・天然林別面積の推移

資料：栃木県「栃木県森林・林業統計書」

林野庁「森林・林業統計要覧」
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図表６：本県の民有人工針葉樹林の林齢構成の推移
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① 人口の高齢化、山村地域の過疎化等により、森林所有の小規模化・不在地主化

が進行（図表７、８、９）

② 住宅地、農地に比べ、林地の地籍調査は進んでいない（図表１０）

③ 森林の境界が不明となる要因としては、相続や高齢化等

【課題】

○ 所有者、境界等が不明な森林の増加が懸念される中で、適正な森林管理の困難化

資料：栃木県「森林GISデータ」

図表７：本県の所有規模別森林所有者数の推移

２－(2) 森林所有の状況

図表９：本県の森林所有者の在村・不在村別内訳

図表８：本県の所有規模別森林面積の割合

資料：栃木県「森林GISデータ」
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資料：林野庁「森林・林業白書」

図表１1：森林資源の循環利用に関する意識・意向調査（抜粋）

資料：栃木県農政部農村振興課調べ

図表10：本県および全国の地籍調査実績
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２－(3) 野生獣被害の状況

① 野生獣による林業被害は増加傾向（図表１２）

② 特に近年、若い林齢の芽や樹皮を食するシカの被害が増加

【課題】

○ 伐採後に植林した苗木の被害低減

図表１２：本県の野生獣（シカ・クマ）による林業被害面積・額の推移

２－(4) スギ花粉症

① スギ花粉の生産が盛んな３０年生以上のスギが約９５％

② スギ花粉は国民の約４人に１人が罹患し、患者数は3,000万人以上と推計

(環境省「花粉症環境保健マニュアル２０１４」より)

③ 戦後植林したスギの成長に伴い患者が増加

【課題】

○ 花粉発生の少ない森林への転換

資料：栃木県環境森林部森林整備課調べ
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① 戦後復興で木材需要は増加したが、住宅様式の変化等に伴う製材需要の減少、エネル

ギー転換等に伴い低迷(図表１３)
② 近年、合板原料やエネルギー利用などの需要が増加傾向（図表１３）

③ 戦後の木材輸入全面自由化（S39)、エネルギー転換等により、国産材の生産量、自給率
は大きく低下、伐採量の減少に伴い新規植林面積が減少（図表１４）

④ 木材価格は、昭和55年をピークに低下し、１／３程度。その結果、採算性は悪化し低迷
している。(図表15、16）

⑤ 木材需要は、引き続き低迷しているが、国産材のシェアは増加傾向（図表17）

【課題】

○ 国産材の生産拡大のためには、需要の喚起とシェアの拡大が必要

(1) 木材生産等の状況

３ 林業の現状と課題

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

S3
0

S3
3

S3
6

S3
9

S4
2

S4
5

S4
8

S5
1

S5
4

S5
7

S6
0

S6
3 H3 H6 H9 H1
2

H1
5

H1
8

H2
1

H2
4

（万m3）

製材用 ﾊﾟﾙﾌﾟ・ﾁｯﾌﾟ用

合板用 その他用

資料：農林水産省「木材需給表」
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図表1３：全国の用途別・生産区分別木材需要量の推移

資料：農林水産省「木材需給表」
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※林業所得：林業粗収益(素材生産等)－林業経営費(雇用労賃等)

資料：栃木県「栃木県森林・林業統計書」

資料：農林水産省「林業経営統計」

図表1５：本県の木材価格の推移

図表1６：全国の所有森林面積別林業所得の推移
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資料：農林水産省「木材需給表」

栃木県「栃木県森林・林業統計

図表1４：全国の用途別木材生産量・木材自給率・植林面積の推移
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図表１７：全国の木材需要構成の推移（昭和35年、平成８年、平成2６年）
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① 林業生産活動の低下により、林業従事者の減少、山村地域の過疎化が進行

（図表１８・１９）

② 奥山だけでなく、身近な里山の荒廃も進行

【課題】

○ 身近な里山も含めた森林整備の担い手の減少

３－(2) 山村地域の人口減少と林業従事者の状況

図表１８：本県および全国の林業従事者数の推移
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資料：栃木県「栃木県山村振興基本方針」

資料：林野庁「森林・林業白書」

図表１９：本県人口および山村地域人口の推移
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○　国の動き

　・国産材の生産量は、森林資源の充実や合板原料としてのスギ等の利用増加等を背景に増加傾向

　・平成26年の木材自給率は、31.2%に上昇

　・木材需給構成の薪炭材の項目を燃料材に変更

○　県内の動き

　・平成26年度、人工乾燥材(国産材)出荷量、人工乾燥材(国産材)率は全国１位

○ 「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の導入(H24.7)

　・固定価格買取制度の新規認定を受けた木質バイオマス発電設備

全国 54施設稼働 出力 436万kW ※平成28年1月末現在(資源エネルギー庁)

栃木県 ２施設稼働 出力 2,765kW 二宮木材㈱(H25.3認定)  　　265kW

　2,500kW

○ COP21に先立ち、２０３０年度までに２０１３年度比で温室効果ガス排出量２６％削減することを決定

　・バイオマス発電の割合を　現行0.4%　　→　3.7%～4.6%程度の引き上げ

　・削減目標量のうち、２％分を森林吸収源対策によって確保

○ 平成25年12月に、CLTの日本農林規格(JAS)が制定される

○ 平成28年4月に、CLTを用いた建築物の一般的な設計法等告示

※準耐火構造において、３階以下の建築物で防火被覆

　　無しで利用可

※CLTとは、Cross　Laminated  Timberの略

○ 違法伐採対策

平成28年5月　「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」成立

○ 森林認証制度

日本独自の認証制度は、一般社団法人緑の循環認証会議(SGEC)

本県では国際制度の発展を目指すため、平成28年6月に各国の相互森林認証ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（PEFC）を取得見込み

④違法木材の輸入規制による国産材回帰

　４　森林・林業をめぐる新たな動き

①国産材の生産は回復基調

②木材のエネルギー利用の拡大

㈱那珂川バイオマス(H26.3認定)

③中高層木造建築への道を開く新技術が登場（CLT(直交集成板))

資料：林野庁「森林・林業白書」

資料：林野庁「森林・林業白書」

図表20

図表21

12


